
証券コード 1989

平成29年６月９日

株 主 各 位
石川県金沢市米泉町十丁目1番地153

北陸電話工事株式会社

代表取締役社長 森 　 泰 夫

第70回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第70回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封

の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年6月27日（火

曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成29年６月28日（水曜日）午前10時
２．場 所 石川県金沢市昭和町16番３号

ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢　３階「鳳（西）」

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第70期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）

　　事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および

　　監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第70期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）

　　計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 補欠監査役１名選任の件

第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生
じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.hokuwa.co.jp/)
に掲載させていただきます。
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〔添付書類〕

事 業 報 告

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の緩やかな成長により輸
出が持ち直し、国内需要の面では企業収益の改善により設備投資が緩やかな
増加基調にあり、個人消費では雇用･所得環境の着実な改善を反映して底堅く
推移し、全体としては緩やかな回復基調が続いています。
　情報通信分野においては、ブロードバンド化、グローバル化、スマートフ
ォンやタブレット等の端末の多様化が進展し、利用者ニーズの高度化・多様
化とともに固定通信と移動通信との融合、さらには通信と放送の融合による
多彩なサービスが拡大しつつあり、当社グループを取り巻く環境は大きく変
化しています。
　このような状況のなかで当社グループの受注工事高は、ＮＴＴ関連工事で
は光アクセス網工事が減少しましたが、保守業務の受託拡大やシステム開発
により増加し、公共・民間分野の工事では防災行政無線工事や光ケーブル工
事によって増加し、全体では140億２千万円（前期比11.8％増）となっており
ます。
　完成工事高は、ＮＴＴ関連工事ではシステム開発や保守業務の受託拡大が
ありましたが、光アクセス網工事の鈍化により減少し、公共・民間分野の工
事では、防災行政無線工事や光ケーブル工事により増加し、全体では133億９
千３百万円（前期比4.3％増）となっております。
　利益面につきましては、当社グループを挙げて生産性の向上およびコスト
削減施策等を実施し、営業利益は２億７千８百万円（前期比41.1％増）、経
常利益は３億１千５百万円（前期比49.9％増）となり、親会社株主に帰属す
る当期純利益は１億８千９百万円（前期比110.2％増）となっております。

（単位：百万円）

項 目 当 期 前 期 増 減 額 増 減 率

受 注 工 事 高 14,020 12,535 1,484 11.8％

完 成 工 事 高 13,393 12,837 556 4.3％

営 業 利 益 278 197 81 41.1％

経 常 利 益 315 210 105 49.9％

親会社株主に帰属
する当期純利益

189 90 99 110.2％
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　なお、セグメント別の概況は、次のとおりであります。

（通信建設事業）
　受注工事高、完成工事高は、防災行政無線工事や保守業務受託拡大、光ケ
ーブル工事により増加し、それぞれ126億８百万円（前期比11.8％増）、120
億５千１百万円（前期比3.6％増）となっております。

（情報システム事業）
　受注工事高、完成工事高は、システム開発により増加し、それぞれ14億１
千１百万円（前期比11.3％増）、13億４千２百万円（前期比10.5％増）とな
っております。

（単位：百万円）

項 目 当 期 前 期 増 減 額 増 減 率

通 信 建 設 事 業
受注工事高 12,608 11,268 1,340 11.8％
完成工事高 12,051 11,623 428 3.6％

情報システム事業
受注工事高 1,411 1,267 143 11.3％
完成工事高 1,342 1,214 127 10.5％

(2) 設備投資および資金調達の状況
　当連結会計年度中に実施しました設備投資の総額は１億５千３百万円で、
その主なものは車両の増備・更改および作業環境整備に関する増備・更改等
であります。
　なお、これらの設備投資に必要な資金は自己資金によりまかなっておりま
す。
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(3) 対処すべき課題
　当社グループの主たる事業領域である情報通信分野を展望すると、昨今の
スマートフォンの台頭を始めとして、タブレット端末およびソーシャルメデ
ィア等の普及により、利用者ニーズの多様化・高度化が進み、プラットフォ
ーム型サービスやクラウドサービスが拡大するなど市場環境が年々大きく変
化しています。
　当社グループの主要な取引先であるＮＴＴ西日本におかれましては、ブロ
ードバンドサービスの基盤となる光アクセス網を充実し、多様なサービス提
供事業者に向けて光コラボレーションモデルの提供を推進されています。
　このような状況のなかで、当社グループの売上は、主力であるＮＴＴ工事
が光ファイバーケーブル設備の充足に伴って減少傾向にあるため、ＮＴＴ関
連企業や公共・民間分野の工事や保守を拡大し、当社グループの主力となる
ように収入構造の転換を図ることにチャレンジしています。
　工事・保守の実施においては、安全を最重点として納期厳守、高品質、高
生産性を実現するための現場力にさらに磨きをかけて利益確保を図ることと
します。
　また、各県に複数設置されていた子会社の統合を完了しましたので、今後
は、グループ事業運営体制の全体最適化に取組み、経営のさらなる効率化を
図っていきます。
　なお、当社グループでは、満６０歳以降の継続雇用制度の活用を図りなが
ら、新規学卒者の継続的採用と計画的育成により、技術継承を円滑に行って
いくとともに、ＮＴＴ技術者資格、上級の公的資格やベンダ資格の取得推進
を図ります。
　さらに当社では、激変する情報通信分野における競争と変化に対応できる
安定した経営基盤を確立することはもとより、企業の社会的責任を果たすた
めにコンプライアンス（法令遵守）の徹底を図るとともに、品質マネジメン
トシステム（ＩＳＯ9001）と労働安全衛生マネジメントシステム（ＯＨＳＡ
Ｓ18001）および情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＯ27001）の
統合マネジメントシステム（ＩＭＳ）の活用により、良質なサービスの提供
を通して、「株主」「お客様」「お取引先」等から信頼され、発展し続ける
企業グループを目指してまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますよ
うお願い申しあげます。
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(4) 財産および損益の状況の推移

区 分
第 67 期

(平成26年３月期)
第 68 期

(平成27年３月期)
第 69 期

(平成28年３月期)

第 70 期
(当連結会計年度)
(平成29年３月期)

受 注 工 事 高(千円) 14,037,222 13,497,409 12,535,565 14,020,100

完 成 工 事 高(千円) 14,682,665 13,536,324 12,837,608 13,393,700

経 常 利 益(千円) 437,564 260,165 210,621 315,822

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(千円) 221,832 90,993 90,181 189,619

１株当たり当期純利益 (円) 25.97 10.65 10.56 22.20

総 資 産(千円) 10,180,951 9,830,914 9,798,450 10,340,301

純 資 産(千円) 5,566,181 5,625,729 5,445,034 5,636,019

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

(5) 重要な子会社の状況

会 社 名 資本金 出資比率 主要な事業内容

金沢電話工事株式会社 10
百万円

100.0
％ 電 気 通 信 設 備 ・

土 木 設 備 施 工

トヤマ電話工事株式会社 20 100.0
電 気 通 信 設 備 ・
土 木 設 備 施 工

株式会社テレコムサービス 26 100.0 電気通信設備施工

電通自動車整備株式会社 26 100.0 車両の販売および整備

（注）当社の連結子会社である金沢電話工事株式会社、第二電話工事株式会社および北陸チノー
ル株式会社は、平成28年４月１日を効力発生日として金沢電話工事株式会社を存続会社、
第二電話工事株式会社と北陸チノール株式会社を消滅会社とする吸収合併を行いました。
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(6) 主要な事業内容

区 分 主 要 な 事 業 内 容

通 信 建 設 事 業
ケーブル設備、土木設備、ネットワーク設備等の電気
通信設備工事、その他建設工事全般の設計・施工・保
守および附帯する事業

情報システム事業
業務用アプリケーションや通信ソフト開発、ネットワ
ークの設計・施工・保守および附帯する事業

　当社は、西日本電信電話株式会社およびエヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ株式会社の電気通信設備工事請負業者として電気通信設備工事競争参加資格
を受けております。

(7) 主要な営業所

① 当社 ② 子会社

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 石川県金沢市 金沢電話工事株式会社 石川県金沢市

富 山 支 店 富山県富山市 トヤマ電話工事株式会社 富山県富山市

福 井 支 店 福井県福井市 株式会社テレコムサービス 福井県福井市

東 京 支 店 東 京 都 港 区 電通自動車整備株式会社 石川県白山市

関 西 営 業 所 大阪府大阪市

新 潟 営 業 所 新潟県長岡市

(8) 従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

665名 13名増

（注）従業員数には、臨時従業員は含まれておりません。
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２．会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 21,600,000株
(2) 発行済株式の総数 8,539,092株（自己株式429,868株を除く。）
(3) 株主数 813名
(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

大 西 早 苗 2,075,935 株 24.31 ％

Ｎ Ｄ Ｓ 株 式 会 社 818,740 9.58

日 本 コ ム シ ス 株 式 会 社 726,151 8.50

北 陸 電 話 工 事 従 業 員 持 株 会 491,353 5.75

株 式 会 社 協 和 エ ク シ オ 432,000 5.05

株 式 会 社 北 國 銀 行 409,700 4.79

株 式 会 社 福 井 銀 行 399,300 4.67

株 式 会 社 北 陸 銀 行 376,200 4.40

北 信 テ レ ネ ッ ク ス 株 式 会 社 140,000 1.63

北 国 総 合 リ ー ス 株 式 会 社 134,100 1.57

（注）1.当社は、自己株式（429,868株）を所有しておりますが、上記の大株主からは除いてお
　　　　ります。

2.持株比率は自己株式（429,868株）を控除して計算しております。
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３．会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 森 　 泰 夫

金沢電話工事株式会社取締役
トヤマ電話工事株式会社取締役
電通自動車整備株式会社取締役
北陸通信資材株式会社取締役
北陸電通輸送株式会社取締役

常 務 取 締 役 小 田 　 修 情報システム本部長
常 務 取 締 役 澤 田 達 夫 経営企画本部長
常 務 取 締 役 得 永 隆 彦 営業本部長

取 締 役 上 段 正 憲
金沢電話工事株式会社代表取締役社長
北陸通信資材株式会社代表取締役社長
北陸電通輸送株式会社監査役

取 締 役 川 面 正 雄 総務部長
取 締 役 北 川 久 義 富山支店長
取 締 役 渡 　 幸 記 設備建設本部長
取 締 役 塚 本 恒 明 営業本部副本部長兼総合システム営業部長
取 締 役 青 山 伸 一 安全品質管理本部長
取 締 役 　岡　伸　弥 経理部長
取 締 役 石　川　誠　豪 東京支店長

取 締 役 向 井 雅 彰
福井支店長
株式会社テレコムサービス取締役

取 締 役 札 場 清 美
常 勤 監 査 役 西 部 和 幸
監 査 役 髙 木 利 正

監 査 役 角　木　完太郎
税理士
三協立山株式会社社外取締役

 (注) 1.向井雅彰氏は、平成28年６月29日開催の第69回定時株主総会において新たに取締役に選
任され、就任いたしました。

2.取締役寺井孝美氏は、平成28年６月29日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって任
期満了により退任いたしました。

3.平成28年４月１日、取締役の担当を次のとおり変更いたしました。なお、（　）内は変
更前の担当であります。
上段正憲　　　取締役（取締役設備建設本部長）
渡　幸記　　　取締役設備建設本部長（取締役設備建設本部副本部長）

4.取締役札場清美氏は、社外取締役であります。
5.監査役角木完太郎氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度
の知見を有しております。

6.監査役髙木利正、監査役角木完太郎の両氏は、社外監査役であります。
7.取締役札場清美、監査役髙木利正、監査役角木完太郎の３氏につきましては、東京証券
取引所に対し、独立役員として届け出ております。
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(2) 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 支給人員 支 給 額

取 締 役 15名 107,796千円（うち社外１名　1,656千円）

監 査 役 3名 13,101千円（うち社外２名　3,312千円）

合 計 18名 120,898千円（うち社外３名　4,968千円）

 (注) １．上記には、平成28年６月29日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって退任した取
締役1名を含んでおります。

２．取締役の支給額には、使用人分の給与は含まれておりません。
３．取締役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第59回定時株主総会で年額150,000千

円以内（使用人分の給与は含まない。）、監査役の報酬限度額は、昭和63年６月25日
開催の第41回定時株主総会で年額20,000千円以内と決議いただいております。

４．支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額23,828千円（取締役
22,259千円（うち社外216千円）、監査役1,569千円（うち社外432千円））が含まれて
おります。

(3) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職等の状況

区 分 氏 名 兼 職 先 兼 職 内 容 当社と兼職先との関係

監査役 角木 完太郎 三協立山株式会社 社外取締役 特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取締役 札 場 清 美
当事業年度に開催した取締役会８回中７回に出席
し、必要に応じ発言を適宜行っております。

監査役 髙 木 利 正
当事業年度に開催した取締役会８回、監査役会９回
の全てに出席し、必要に応じ発言を適宜行っており
ます。

監査役 角木 完太郎
当事業年度に開催した取締役会８回、監査役会９回
の全てに出席し、必要に応じ発言を適宜行っており
ます。

③ 責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に
基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており
ます。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定め
る最低責任限度額としております。
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４．会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称　　　　有限責任 あずさ監査法人
(2) 会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 18,000千円

② 当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
　　財産上の利益の合計額

18,000千円

（注）1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当
事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　　2.監査役会は、会計監査人の職務執行状況、報酬見積書の算出根拠等を検討し、会計監
査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

　(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ
ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に
関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認
められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会
において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
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５．業務の適正を確保するための体制

　当社グループは、業務の適正を確保するための体制（以下、「内部統制システム」といいます。）
の整備として、次のとおり基本方針を決議しております。

(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

① 当社は、「企業行動基準」に法令遵守、反社会的勢力に対して断固とした態度で臨む旨
を規定し、当社および子会社（以下当社グループという。）の取締役・使用人の職務執行
の指針とする。
② 当社は、ビジネスリスクに適切に対応するための組織として社長を委員長とする「コン
プライアンス委員会」を設置するとともに、子会社にコンプライアンス推進担当を置き、
コンプライアンス委員会が当社グループのコンプライアンスを統括する。
③ コンプライアンスの定着と継続を図るため「コンプライアンス管理室」を設置する。
④ 当社は、当社グループにおける通報窓口として「ヘルプライン」を設置する。当社グル
ープの取締役および使用人は、法令・社内規程違反の事実を発見し、またはそのおそれが
あるときは直ちに通報することとする。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

① 当社は法令・社内規程に基づき取締役の職務の執行に係る文書等の保存・管理を行う。
② 情報の管理については情報セキュリティマネジメント規格に基づく取扱手順により対
応する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 当社は「グループリスク管理規程」により当社グループの企業経営上のリスクを管理す
る。
② 当社は品質、労働安全衛生、情報セキュリティに関するリスクについては国際規格の認
証を受けた統合マネジメントシステムによって管理する。

③ 当社は内部監査部門が定期的または随時に行う内部監査等において当社グループのリ
スク管理状況について検証する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 当社は、定例、随時に開催する取締役会において、重要事項の意思決定および取締役の
職務執行の監督を行う。また、取締役出席のもと、幹部会議を毎月１回開催し、業務執行
に関する具体的事項の決定を機動的に行う。
② 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画および年度予算を定め
全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行す
る。
③ これらの職務の執行および業務の執行が、効率的かつ有効に機能しているか業務改善等
を通して評価するとともに、定期的または随時に行う監査役監査、内部監査等を通して検
証する。

(5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

　当社は、「子会社管理規程」に子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に
関する体制および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われるための体制について規定
する。

(6) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人とその独立
性ならびに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

① 当社は、監査役から必要として要請があったときには、監査役の職務の補助使用人を置
くこととし、監査役と協議のうえ人選を行う。
② 当該使用人の人事については、事前に常勤監査役の同意を得たうえで決定する。
③ 当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役の補助職務を優先して従事す
ることとし、その補助職務に関する指揮命令権は監査役に属する。
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(7) 当社の監査役への報告に関する体制

① 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査
役に報告する。子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた
者は、監査役に必要な報告および情報提供を行う。
② 常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および職務の執行状況を把握す
るため、常務会やコンプライアンス委員会等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟
議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にそ
の説明を求めることができる。

(8) 当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない
ことを確保するための体制

　当社は、監査役へ報告を行った取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを理由に
不利益な取扱いを行うことを禁止することとし、その旨を周知する。

(9) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務
の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　当社は、監査役がその職務の執行について生じる費用の前払または支出した費用等の償還、
負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が当該監査役の職務の執行に必要でない
と認められた場合を除き、速やかに当該費用等を処理する。

(10) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は、代表取締役および会計監査人と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課
題、監査上の重要な課題等について意見を交換する。
② 監査役は、内部監査部門から適時に監査結果の報告を受け情報交換を行うとともに、
必要に応じて連携して監査を行う。

(11) 財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社は、金融商品取引法に基づく内部統制システムの構築、評価および報告を適正に行
い、財務報告の信頼性を確保する。また、その整備・運用状況を定期的に評価し、常に適正
に維持する。

－ 12 －



６．内部統制システムの運用状況の概要

　当事業年度における当社グループが実施いたしました内部統制システムの基本方針に基づく
運用状況の概要は以下のとおりであります。

(1) コンプライアンスに関する取組み

　取締役・使用人が必携とする「企業行動基準」の配布、社員研修等を通じて、反社会的勢
力排除に向けて周知徹底を行っているほか、社長が委員長を務める「コンプライアンス委員
会」を四半期ごとに開催し、内部通報内容をはじめ当社グループの役職員の法令遵守に対す
る取組み状況の点検を行っております。また、コンプライアンスの理解を深めるために、「コ
ンプライアンス研修」を開催し、その中でインサイダー取引防止に向けた取組み等、コンプ
ライアンス意識の向上を図っております。

(2) リスク管理体制に関する取組み

　グループリスク管理規程に定める経営危機が発生した場合は、関連部署に連絡するととも
に、コンプライアンス管理室が事務局となり、取締役、監査役、監査室長等で構成されるコ
ンプライアンス委員会で対応策を審議します。当事業年度において、審議対象となるビジネ
スリスクは発生しておりません。

(3) 取締役の職務執行が効率的に行われることの確保

　取締役の職務執行が効率的に行われることを確保する体制として、定例、随時に取締役会
を８回開催したほか、取締役が出席する幹部会議を月１回、経営企画会議を10回開催し、業
務執行に関する意思決定を適切かつ具体的に行っております。また、取締役会議事録等、取
締役の職務の執行に係る文書等の保存・管理は総務部が適切かつ確実に行っております。そ
の他の情報の管理については情報セキュリティマネジメント規格に基づく取扱手順により運
用しております。

(4) 当社グループにおける業務の適正の確保

　子会社に対し、株主総会議事録、取締役会議事録、決算書類等の報告書の提出を求め、必
要に応じて適切な指導・支援を行うほか、グループ経営会議を２回開催し、子会社との意思
疎通、情報共有をしております。

(5) 監査役の監査が実効的に行われることの確保

　当事業年度において監査役会を９回開催し、監査に関する重要な事項について協議・決議
を行うとともに、取締役会に出席し、取締役から経営状況等の説明を受けております。また、
代表取締役、監査室ならびに会計監査人と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監
査上の重要な課題等について意見交換を行っております。

（注）本事業報告中の記載金額、比率は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成29年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 預 金

受取手形・完成工事未収入金

未成工事支出金

材 料 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物

機 械 ・ 運 搬 具

工具器具・備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

6,103,796

1,659,001

4,111,111

43,452

119,408

71,102

104,275

△4,555

4,236,505

2,849,234

1,040,211

281,802

83,024

1,439,091

5,105

28,912

15,418

8,680

4,813

1,358,358

654,531

2,334

627,582

74,702

△792

流 動 負 債 2,368,295

支払手形・工事未払金 1,519,665

未 払 法 人 税 等 106,030

賞 与 引 当 金 200,673

完成工事補償引当金 9,253

そ の 他 532,671

固 定 負 債 2,335,987

役員退職慰労引当金 182,638

退職給付に係る負債 2,073,961

繰 延 税 金 負 債 12,853

長 期 未 払 金 20,396

負 の の れ ん 9,391

そ の 他 36,744

負 債 合 計 4,704,282

（純資産の部）

株 主 資 本 5,812,216

資 本 金 611,000

資 本 剰 余 金 326,573

利 益 剰 余 金 4,964,695

自 己 株 式 △90,051

その他の包括利益累計額 △176,197

その他有価証券評価差額金 87,643

退職給付に係る調整累計額 △263,840

純 資 産 合 計 5,636,019

資 産 合 計 10,340,301 負債・純資産合計 10,340,301

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高

完 成 工 事 高 13,393,700

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 11,642,391

売 上 総 利 益

完 成 工 事 総 利 益 1,751,308

販売費及び一般管理費 1,473,235

営 業 利 益 278,072

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 13,019

受 取 地 代 家 賃 5,521

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 6,294

そ の 他 13,739 38,575

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1

そ の 他 824 825

経 常 利 益 315,822

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 38,712

そ の 他 0 38,713

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 15,060

固 定 資 産 除 却 損 238

事 務 所 移 転 費 用 56,983

そ の 他 0 72,282

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 282,252

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 126,006

法 人 税 等 調 整 額 △33,372

当 期 純 利 益 189,619

親会社株主に帰属する当期純利益 189,619

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 611,000 326,573 4,843,388 △90,048 5,690,912

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △68,312 △68,312

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

189,619 189,619

自 己 株 式 の 取 得 △3 △3

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額（純額）

－

当連結会計年度変動額
合 計

－ － 121,306 △3 121,303

当連結会計年度末残高 611,000 326,573 4,964,695 △90,051 5,812,216

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
退職給付に係る
調 整 累 計 額

当連結会計年度期首残高 49,682 △295,560 5,445,034

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △68,312

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

189,619

自 己 株 式 の 取 得 △3

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額（純額）

37,961 31,719 69,680

当連結会計年度変動額
合 計

37,961 31,719 190,984

当連結会計年度末残高 87,643 △263,840 5,636,019

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況
・連結子会社の数　　　　　　　４社
・主要な連結子会社の名称　　　金沢電話工事株式会社、トヤマ電話工事株式会社

株式会社テレコムサービス、電通自動車整備株式会社
・当連結会計年度より、連結子会社の金沢電話工事株式会社を存続会社として、連結子会
社の第二電話工事株式会社及び北陸チノール株式会社を吸収合併したため、第二電話工事
株式会社及び北陸チノール株式会社を連結の範囲から除外しております。

(2) 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社の状況
・持分法適用の関連会社数　　　２社
・主要な会社等の名称　　　　　北陸通信資材株式会社、北陸電通輸送株式会社

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結会計年度と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

① 資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券　　　　償却原価法（定額法）
・その他有価証券

時価のあるもの　　　　　連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定しております。）

時価のないもの　　　　　移動平均法による原価法

ロ．たな卸資産
・未成工事支出金　　　　　　個別法による原価法
・材料貯蔵品　　　　　　　　先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法によっております。）

② 固定資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産　　　　　　　定率法によっております。
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附
属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法によってお
ります。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物及び構築物　　　３～42年
機械装置及び運搬具　２～17年

ロ．無形固定資産
・自社利用のソフトウェア　　社内における利用可能期間（３～５年）に基づく定額法

によっております。

③ 引当金の計上基準

イ．貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収
不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来
の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上し
ております。
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ハ．完成工事補償引当金　　　　完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当連結会
計年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づい
て計上しております。

ニ．役員退職慰労引当金　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、会社内規に基づ
く期末要支給額を計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法

イ．退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結
会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給
付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額
法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時
における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発
生の翌連結会計年度から費用処理しております。

ハ．小規模企業等における簡便法の採用
連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の
計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給
付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

イ．完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実
性が認められる工事については工事進行基準（工事の進
捗度の見積りは原価比例法による）を、その他について
は工事完成基準を適用しております。

ロ．のれんの償却に関する事項 のれんの償却については､10年間の均等償却を行ってお
ります。

ハ．負ののれんの償却に関する事項
平成22年３月31日以前に発生した負ののれんの償却に
ついては､20年間の均等償却を行っております。

ニ．消費税等の会計処理 消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によって
おります。

(5) 会計方針の変更に関する注記

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）
　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務
上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成
28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定
額法に変更しております。
　この結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞ
れ19,708千円増加しております。
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２．連結貸借対照表に関する注記

　 有形固定資産の減価償却累計額 2,273,417千円

３．連結損益計算書に関する注記
(1) 工事進行基準による完成工事高 3,317,876千円

(2) 研究開発費の総額 17,474千円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期首の株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
の株式数(株)

普 通 株 式 8,968,960 － － 8,968,960

(2) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期首の株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
の株式数(株)

普 通 株 式 429,858 10 － 429,868

（注）自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

(3) 剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 )

基 準 日 効 力 発 生 日

平成28年６月29日
定 時 株 主 総 会

普通株式 68,312 8 平成28年３月31日 平成28年６月30日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな
るもの
平成29年６月28日開催予定の第70回定時株主総会において、普通株式の配当に関する事
項を次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 68,312千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 ８円
・基準日 平成29年３月31日
・効力発生日 平成29年６月29日
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５．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリ
バティブ取引は行っておらず、投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格
の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日でありま
す。
未払法人税等は、法人税、住民税及び事業税に係る債務であり、全て1年以内に支払期日
が到来します。
長期未払金は確定拠出年金移行時未払金であり、各従業員に対し毎年定額を支給するもの
です。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、営業管理手順の与信管理要領に従い、本支店・事業本部の営業部が主要な取引
先の状況をモニタリングし、取引先相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務
状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社につい
ても、当社の与信管理要領に準じて、同様の管理を行っております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状
況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しており
ます。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとと
もに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額（千円） 時 価 （ 千 円 ） 差額（千円）

① 現金預金 1,659,001 1,659,001 －

② 受取手形・完成工事未収入金 4,111,111 4,111,111 －

③ 投資有価証券
イ.満期保有目的の債券
ロ.その他有価証券

81,347
415,431

80,421
415,431

△926
－

資産計 6,266,892 6,265,966 △926

① 支払手形・工事未払金 1,519,665 1,519,665 －

② 長期未払金 20,396 20,396 －

③ 未払法人税等 106,030 106,030 －

負債計 1,646,092 1,646,092 －

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産

① 現金預金、② 受取手形・完成工事未収入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。

③ 投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、社債は取引金融機関等から
提示された価格によっております。なお、関連会社の株式79,183千円は含まれておりませ
ん。
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負債
① 支払手形・工事未払金、③ 未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。

② 長期未払金
長期未払金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区 分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 78,568

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら「③投資有価証券」には含めておりません。

（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内（千円）
１年超５年以内

（千円）
５年超10年以内

（千円）
10年超（千円）

現金預金 1,659,001 － － －

受取手形・完成工事未収入金 4,111,111 － － －

投資有価証券

満期保有目的の債券（社債） － 80,000 － －

合計 5,770,113 80,000 － －

６．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 660円02銭
(2) １株当たり当期純利益 22円20銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。

７．その他の注記

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28
年３月28日）を当連結会計年度から適用しております。

（減損会計における資産のグルーピングの方法の変更）
　平成29年３月31日開催の取締役会で損益管理を経営管理上の事業区分単位で行うことを
意思決定したことに伴い、減損会計のグルーピングを経営管理上の区分を基準として事業所
ごとにグルーピングを行う方法から、通信建設事業と情報システム事業でグルーピングを行
う方法に変更しております。
　なお、当連結会計年度において、変更後の資産のグルーピングの方法によった場合と比較
して、損益に与える影響はありません。
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貸 借 対 照 表

（平成29年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 預 金

完成工事未収入金

未成工事支出金

材 料 貯 蔵 品

未 収 入 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物

機 械 ・ 運 搬 具

工具器具・備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

5,262,658

1,107,314

3,852,151

26,557

99,687

103,079

63,365

15,059

△4,555

3,978,666

2,555,630

973,838

188,710

75,650

1,312,325

5,105

19,428

15,418

4,010

1,403,607

575,347

334,666

2,334

476,408

15,643

△792

流 動 負 債 2,190,018

工 事 未 払 金 1,525,810

未 払 金 186,025

未 払 費 用 185,539

未 払 法 人 税 等 84,327

未成工事受入金 13,402

預 り 金 16,575

賞 与 引 当 金 142,550
完成工事補償引当金 8,168

そ の 他 27,619

固 定 負 債 1,771,059

退職給付引当金 1,569,931
役員退職慰労引当金 153,774

長 期 未 払 金 20,396

そ の 他 26,957

負 債 合 計 3,961,077

（純資産の部）

株 主 資 本 5,192,604

資 本 金 611,000

資 本 剰 余 金 332,515

資 本 準 備 金 326,200
その他資本剰余金 6,315

利 益 剰 余 金 4,339,140

利 益 準 備 金 140,625
その他利益剰余金 4,198,515

固定資産圧縮積立金 52,423

別 途 積 立 金 3,670,000
繰越利益剰余金 476,091

自 己 株 式 △90,051
評価・換算差額等 87,643

その他有価証券評価差額金 87,643

純 資 産 合 計 5,280,247

資 産 合 計 9,241,325 負債・純資産合計 9,241,325

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高

完 成 工 事 高 11,669,674

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 10,213,167

売 上 総 利 益

完 成 工 事 総 利 益 1,456,506

販売費及び一般管理費 1,262,017

営 業 利 益 194,489

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 14,366

受 取 地 代 家 賃 15,554

そ の 他 6,833 36,754

営 業 外 費 用

そ の 他 9,027 9,027

経 常 利 益 222,216

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 42,505

投 資 有 価 証 券 売 却 益 0 42,506

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 15,060

固 定 資 産 除 却 損 232

投 資 有 価 証 券 売 却 損 0

事 務 所 移 転 費 用 56,281 71,574

税 引 前 当 期 純 利 益 193,148

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 97,000

法 人 税 等 調 整 額 △32,468 64,531

当 期 純 利 益 128,617

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計資本準備金

そ　の　他
資本剰余金

利益準備金
そ の 他
利益剰余金

当 期 首 残 高 611,000 326,200 6,315 140,625 4,138,210 △90,048 5,132,302

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △68,312 △68,312

当 期 純 利 益 128,617 128,617

自己株式の取得 △3 △3

株主資本以外の
項目の当期変動額
( 純 額 )

－

当期変動額合計 － － － － 60,304 △3 60,301

当 期 末 残 高 611,000 326,200 6,315 140,625 4,198,515 △90,051 5,192,604

評価・換算
差　額　等

純資産合計
その他有価証券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 49,682 5,181,984

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △68,312

当 期 純 利 益 128,617

自己株式の取得 △3

株主資本以外の
項目の当期変動額
( 純 額 )

37,961 37,961

当期変動額合計 37,961 98,262

当 期 末 残 高 87,643 5,280,247

（注）その他利益剰余金の内訳

固定資産圧縮積立金 別 途 積 立 金 繰越利益剰余金 合 計

当 期 首 残 高 52,637 3,670,000 415,572 4,138,210

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △68,312 △68,312

当 期 純 利 益 128,617 128,617

固定資産圧縮積立金の
取 崩

△214 214 －

当期変動額合計 △214 － 60,519 60,304

当 期 末 残 高 52,423 3,670,000 476,091 4,198,515

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券　　　　　償却原価法（定額法）
・子会社株式及び関連会社株式　移動平均法による原価法
・その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全
部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定しております。）

時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法
② たな卸資産
・未成工事支出金　　　　　　　個別法による原価法
・材料貯蔵品　　　　　　　　　先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法によっております。）
(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産　　　　　　　　 定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附
属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法によってお
ります。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物及び構築物　　　３～42年
機械装置及び運搬具　２～17年

② 無形固定資産
・自社利用のソフトウェア　　　社内における利用可能期間（３～５年）に基づく定額法

によっております。
(3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金　　　　　　　　　 売上債権､ 貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため､ 

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収
不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金　　　　　　　　　 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来
の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しており
ます。

③ 完成工事補償引当金　　　　　 完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当事業年
度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計
上しております。

④ 退職給付引当金　　　　　　　 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当
事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（10年）により費用処理し
ております。数理計算上の差異は、各事業年度の発
生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（10年）による定額法により按分した額を、
それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
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⑤ 役員退職慰労引当金　　　　　 役員の退職慰労金の支出に備えるため、会社内規に基づ
く期末要支給額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準
　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進
行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法による）を、その他については工事完成基準
を適用しております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 退職給付に係る会計処理　　　 退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤
務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれ
らの会計処理と異なっております。

② 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によって
おります。

(6) 会計方針の変更に関する注記

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）
　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上
の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月
１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更
しております。
　この結果、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ19,217千円
増加しております。

２．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,620,000千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 33,682千円
短期金銭債務 385,197千円

３．損益計算書に関する注記

(1) 工事進行基準による完成工事高 3,008,008千円
(2) 売上高のうち関係会社に対する部分 1,618千円
(3) 売上原価のうち関係会社からの仕入高 2,106,824千円
(4) 関係会社との営業取引以外の取引高 34,952千円
(5) 研究開発費の総額 17,474千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

株 式 の 種 類
当事業年度期首
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普 通 株 式 429,858 10 － 429,868

（注）自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。
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５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）

（当事業年度）
（平成29年３月31日）

原因別内訳
繰延税金資産
賞与引当金 43,762
退職給付引当金 491,502
役員退職慰労引当金 46,901
その他 38,663

繰延税金資産小計 620,830
評価性引当額 △19,396
繰延税金資産合計 601,434
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △23,005
その他有価証券評価差額金 △38,462
その他 △192

繰延税金負債合計 △61,660
繰延税金資産の純額 539,773

６．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 618円36銭
(2) １株当たり当期純利益 15円06銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。

７．その他の注記

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28
年３月28日）を当事業年度から適用しております。

（減損会計における資産のグルーピングの方法の変更）
　平成29年３月31日開催の取締役会で損益管理を経営管理上の事業区分単位で行うことを
意思決定したことに伴い、減損会計のグルーピングを経営管理上の区分を基準として事業所
ごとにグルーピングを行う方法から、通信建設事業と情報システム事業でグルーピングを行
う方法に変更しております。
　なお、当事業年度において、変更後の資産のグルーピングの方法によった場合と比較し
て、損益に与える影響はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
平成29年５月９日

北陸電話工事株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 浜 田 　 亘 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 笠 間 智 樹 

  当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、北陸電話工事株式会社の平成28年４
月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、北陸電話工事株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

平成29年５月９日

北陸電話工事株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 浜 田 　 亘 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 笠 間 智 樹 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、北陸電話工事株式会社の平成
28年４月１日から平成29年３月31日までの第70期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査
を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第70期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致
した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び
結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画
等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主
要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確
保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第3項に定める体制
の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統
制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期
的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理
基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な
事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年５月９日
北陸電話工事株式会社　監査役会

常勤監査役 西 部 和 幸 
社外監査役 髙 木 利 正 
社外監査役 角　木　完太郎 

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、企業体質の強化と経営環境の変化に対応できる
よう内部留保の充実を図りながら、業績動向や今後の事業展開を総合的に勘案し、
安定的な配当が継続できるよう努めてまいりました。これに基づき、当期の期末
配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

　(1) 配当財産の種類
　　金銭

　(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
　　当社普通株式１株につき８円
　　配当総額　　　68,312,736円

　(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
　　平成29年６月29日

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

　平成28年６月29日開催の第69回定時株主総会において補欠監査役に選任された
姉﨑幸雄氏の選任の効力は本総会が開催されるまでの間とされておりますので、
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役１名
の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生　年　月　日）

略 歴 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する当社
株 式 の 数

あね

姉
ざき

﨑
ゆき

幸
お

雄
(昭和23年１月９日生)

昭和41年４月　日本電信電話公社入社

平成10年11月　日本電信電話㈱小松支店長

平成18年７月　㈱ＮＴＴ西日本－北陸

　　　　　　　取締役設備部光サービスセンタ所長

平成20年７月　㈱ＮＴＴ西日本－北陸

　　　　　　　設備部光サービスセンタ専任部長

0株

【社外監査役候補者とした理由】
　姉﨑幸雄氏は、昭和41年4月より電気通信業界に携わってきた経歴を有しており、その豊富な
経験と幅広い見識によって当社の透明性の高い公正な経営監視体制の維持・向上が期待できる
ものと判断し、候補者といたしました。

（注）1.補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.姉﨑幸雄氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3.姉﨑幸雄氏は、平成22年３月に㈱ＮＴＴ西日本－北陸を退職され、現在、重要な兼職は
　ありません。
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第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

　本総会終結の時をもって取締役を辞任されます小田修、澤田達夫、川面正雄の
３氏に対し、その在任中の労に報いるため、退職慰労金を当社の内規に従い、相
当額の範囲内で贈呈いたしたいと存じます。
　なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会にご一任願いたい
と存じます。
　退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏　　　名 略　　　　　　　　歴

小 田 　 修
平成12年６月　当社取締役

平成24年６月　当社常務取締役

現在に至る

澤 田 達 夫
平成21年６月　当社取締役

平成26年６月　当社常務取締役

現在に至る

川 面 正 雄
平成21年６月　当社取締役

現在に至る

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：石川県金沢市昭和町16番３号

ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢 ３階「鳳（西）」
TEL　(076) 224－6111㈹

８

359

157

８

ひがし茶屋街

←福井 松島北 藤江北 ヤマダ電機 富山→
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ＡＮＡホリデイ・イン金沢スカイ
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ホテル金沢

● 小松空港からバスまたは車で約40分

● 北陸自動車道 金沢東I.C. 約10分

● 北陸自動車道 金沢西I.C. 約15分

● 金沢駅兼六園口(東口)より徒歩約１分


